
 かんぽ生命保険の千田でございます。本日はお忙しいところ、かんぽ生
命の中間決算・経営方針説明会にご参加いただき、ありがとうございま
す。

 本日は、2021年3月期中間決算の概要、および今後の成長戦略について
ご説明させていただきます。

 その後、みなさまからのご質問を頂戴したいと存じます。
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 3ページをご覧ください。

 まず、今年度上期の取り組みについてご説明いたします。

 かんぽ生命では、昨年来、募集品質に係る諸問題につきまして、全社を
挙げて取り組んでまいりました。

 本年6月末にご契約調査に伴うお客さまへのご意向確認が概ね完了し、お
客さまの利益回復および募集人調査について一定の道筋をつけることが
できました。また、業務改善計画に掲げた再発防止策も概ね計画どおり
進捗しております。

 そして、これらの取り組み状況について、外部の有識者からなるJP改革
実行委員会に包括的な検証を行っていただき、営業再開の必要条件を充
足しているとのご評価をいただいた上で、10月5日から「信頼回復に向け
た業務運営」を開始しております。

 今後は、2021年4月に既契約の解約を伴わずに保障の見直しができる制
度として、契約転換制度を導入いたします。さらに、お客さまのニーズ
にお応えする新商品についても、早期のご提供を目指してまいります。

 また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く中、当社は、生命保
険会社としての使命・役割を果たすため、事業運営を継続し、お客さま
を支える取り組みを実施しました。

 今後、ウィズコロナ・アフターコロナ下においても、当社の使命・役割
を引き続き果たしていくため、デジタル技術の活用による非接触でのお
客さまサービスの提供、テレワークの全社導入による社員の健康・安全
対策に取り組んでまいります。
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 4ページをご覧ください。

 2021年3月期中間決算について、主要な項目をご説明いたします。

 当期純利益は、新契約の減少に伴う事業費等の減少等により、前年同期
比173億円の増加となる936億円となりました。

 将来の利益を表すEVについては、市場環境の改善に伴い、前期末より増
加した一方、新契約価値については、積極的な営業活動を自粛していた
影響により、マイナスとなっております。

 このように、営業の自粛により、新契約実績が低迷している状況は、当
期純利益を一時的に増加させるものの、中長期的には当社の財務基盤に
影響を与えるものとなります。

 当社といたしましては、引き続きお客さまからの信頼回復に努め、適正
な営業活動を軌道に乗せるとともに、持続可能なビジネスモデルを実現
させることで、中長期的に安定した利益を創出し、経済価値の増大につ
なげていきたいと考えております。
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 5ページをご覧ください。

 新契約と保有契約の推移をお示ししております。

 募集品質にかかる対応を最優先事項として取り組むため、2019年7月中
旬以降、当社および日本郵便では、当社商品の積極的なご提案を自粛し
ておりました。

 その結果、2020年3月期第2四半期以降の新契約は、それ以前より大きく
減少したものの、保有契約は、緩やかな減少にとどまりました。

 募集品質問題では、株主・投資家をはじめとするステークホルダーのみ
なさまに、大変ご心配をおかけいたしましたが、多くのお客さまに当社
商品のご契約を継続いただいております。

 今後もお客さまからの信頼回復に努め、引き続きご契約を継続いただく
とともに、新たなご加入をいただくことで、保有契約の維持・確保を目
指してまいります。
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 6ページをご覧ください。

 資産運用の状況についてご説明いたします。

 左の表は、収益追求資産の残高および総資産に占める割合をお示しして
おります。

 当社は、ALMを基本としつつ、リスク選好方針に基づき、リスクバッ
ファーの範囲で収益追求資産への投資を拡大しております。2020年9月
末の株式・外国債券などの収益追求資産の残高は約10.4兆円、総資産比
で14.9％となりました。

 その結果、2021年3月期中間決算では、1.79%の利子利回りを達成し、
301億円の順ざやを確保いたしました。
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 7ページをご覧ください。

 先ほどご説明いたしましたとおり、EVについては前期末より4,098億円増
加して3兆7,341億円、新契約価値についてはマイナス15億円となりまし
た。
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 8ページをご覧ください。

 EVの変動要因をお示ししております。

 2020年9月末のEVは、市場環境の改善等により2020年3月末から増加いた
しましたが、新契約価値の確保・増大は、引き続き当社が取り組まなけ
ればならない課題と認識しております。

 EV、新契約価値は企業価値を示す重要な指標であると考えており、後ほ
どご説明する次期中期経営計画の取り組みを具体化し、着実に実行する
ことで、EV・新契約価値の増大を目指してまいります。
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 9ページをご覧ください。

 ESRの状況はご覧のとおりです。

 2020年9月末のESRは、国内金利の上昇や好調な株式市場の影響を受け
て、分子である資本量が増加、分母である統合リスク量が減少し、163％
に上昇いたしました。

 ESRの数値は、即時の資本の充足度を示すものではございませんが、一
定のESR水準を安定的に確保するため、EVの成長や資本増強等、様々な
手段を適切に講じてまいりたいと考えております。
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 10ページをご覧ください。

 2021年3月期の業績予想については、現時点での修正はございません。

 2021年3月期中間決算は、経常利益、当期純利益ともに業績予想対比で高
い進捗率となっております。

 しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響が不透明であり、今後も
引き続き、株価の低下や保険金等支払の増加の可能性がございます。

 その場合における経常利益、当期純利益への影響を考慮し、2021年3月期
の業績予想の修正は、現時点では行わないことといたしました。

 今後、業績予想の修正が必要になった場合には、速やかにお知らせいたし
ます。

10



 11ページをご覧ください。

 株主還元についてご説明いたします。

 当社は、引き続き、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つと
位置づけており、安定的な株主への利益還元を行ってまいりたいと考えて
おります。

 具体的には、今後の利益見通し、財務の健全性を考慮しつつ、安定的な1

株当たり配当を目指す方針であり、2021年3月期の配当予想は、現中期経
営計画の目標である76円から変更はございません。

 引き続き、中長期の利益を確保し、安定的な利益還元を図ってまいりたい
と考えております。
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 12ページをご覧ください。

 冒頭でも触れておりますが、募集品質に係る諸問題につきまして、ご契
約調査の状況をご説明いたします。

 特定事案調査につきましては、2020年3月末にお客さまのご意向確認が
完了し、募集人調査および募集人処分について、2020年10月時点で概ね
完了しております。

 また、全ご契約調査や深掘調査につきましても、お客さまのご意向確認
は概ね完了いたしました。募集人調査は実施中でございますが、対象の
募集人について、募集停止措置を講じるとともに、順次処分を行ってお
ります。

 このように、外形的に不利益が生じている可能性が高い事案につきまし
ては、お客さまの利益回復および募集人調査について、一定の道筋をつ
けることができました。

 今後は、信頼回復に向けたフォローアップ活動を進め、お客さまのご意
見・ご要望を丁寧にお聞きしていくとともに、年に一度ご契約者さまに
お送りしている「ご契約内容のお知らせ」により、ご契約内容を再確認
いただくなど、様々な機会を通じてお客さまからの声をいただく取り組
みを、継続的に実施してまいります。また、業務改善計画に掲げた再発
防止策についても、効果検証や必要な見直しを継続的に行い、お客さま
本位の徹底に努めてまいります。
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 14ページをご覧ください。

 ここからは、今後の成長戦略の方向性について、ご説明いたします。

 現在、日本郵政グループでは、2021年度から5年間を計画期間とする次
期中期経営計画の策定に向けた検討を行っております。

 当社においても、当社の存在意義に立ち返り、次期中期経営計画の検討
をすすめております。

 具体的には、すべての人生に寄り添うという経営理念のもと、当社の主
たる顧客層である中高年層のお客さまを中心に、優しく、あたたかいサ
ービスを提供できる会社になることを目指してまいります。

 そのため、まずはお客さまからの信頼回復に徹底して取り組み、人生100

年時代を踏まえた社会的ニーズに的確にお応えしていくことで、お客さ
ま本位の業務運営を実現いたします。

 また、商品・サービスを顧客体験価値の視点から改善し、すべての世代
のお客さまの利便性・満足度を高めることを通じ、「基礎的保障を郵便
局ネットワークを通じて広く提供する」役割を果たしつつ、企業価値の
向上を目指してまいります。

 これらを実現する原動力は、やはり社員であると考えております。社員
一人ひとりがリスク感度を高くもち、風通しの良い、社員が会社ととも
に成長できる企業風土の醸成を、企業風土改革の取り組みの中で行って
まいります。
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 15ページをご覧ください。

 今後のチャネル戦略に関する方針について、ご説明いたします。

 当社の販売チャネルは、主として、個人のお客さまに対しては郵便局、
法人のお客さまに対しては当社直営店が、保険商品のご案内を行ってお
ります。

 今後のチャネル戦略に関しては、お客さまの信頼回復に取り組みながら、
新しい営業方法により各チャネルの販売力を回復させることが必要と考
えております。

 具体的には、郵便局における販売体制やマネジメント体制の整備、これ
を行うための支援について、これまで以上に、当社側からのコミットメ
ントを強め、募集品質の伴った営業力の確保を目指してまいります。

 さらに、これらに加え、窓口チャネル・渉外社員チャネルの特性に応じ
た営業活動を推進してまいります。

 また、直営店チャネルにおいては、事務・システムの改善やお客さまニ
ーズに即した商品の拡充を図り、お客さまとの関係を強化してまいりま
す。
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 16ページをご覧ください。

 新商品開発に関する方針について、ご説明いたします。

 当社は、簡易生命保険から受け継いだ「基礎的な生活保障手段を全国
津々浦々の郵便局を通じて提供する」という社会的な使命を果たしてい
くことが、当社の存在意義のひとつであると認識しております。

 この存在意義を踏まえ、社会環境や経済環境に応じたお客さまニーズを
的確に把握し、人生100年時代において、お客さまの一生を支えていける
よう、各世代の基礎的な生活保障ニーズにお応えするための商品開発に
取り組んでまいります。

 これまでは、学資保険をエントリー商品として、基本契約に特約を付加
した養老・終身保険を、年代ごとのニーズに合わせてお客さまにご提供
してまいりました。

 今後は、青壮年層のニーズに、より一層お応えするため、保険料を抑え
た手厚い保障を提供できるよう、定期保険・特別養老保険の見直し等を
検討しております。

 あわせて、高齢層・中高年層の保障等のニーズにお応えする商品の拡充
も検討することで、生涯途切れず当社の保障をご利用いただけるよう、
商品の魅力を高めてまいります。
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 17ページをご覧ください。

 第三分野商品の市場動向をお示ししております。

 左右のグラフは、国内生保市場および当社における、保有契約年換算保
険料に占める第三分野の推移をお示ししております。

 当社における、保有契約年換算保険料に占める第三分野の割合は、国内
市場と比較し、低水準であり、お客さまの保障ニーズにさらにお応えで
きる余地があると考えております。

 当社における第三分野商品としては、2017年10月に医療特約の見直し、
2019年4月に先進医療特約の開発を行いました。今後、さらにお客さま
のニーズに的確にお応えしていくため、医療特約の見直しを検討してお
ります。
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 18ページをご覧ください。

 デジタル戦略に関する方針についてご説明いたします。

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に加え、今後、国内におけるデジ
タル化の進展、お客さまのデジタル・リテラシーの向上に対応していく
必要があると考えております。

 当社のメインのお客さまにあたる中高年層のお客さまを含む、すべての
世代のお客さまの利便性を高め、ご加入いただいてよかったとご満足い
ただけるよう、商品・サービスのご案内から、ご契約に関する各種お手
続きまでのデジタル化を推進してまいります。

 具体的には、従来の対面でのサービスに加えて、マイページ等非接触で
のサービスを拡充することで、デジタルの正確性・利便性と、対面の安
心感・柔軟性を融合したサービスを提供し、お客さまとの関係強化を目
指してまいります。

 また、RPA等のデジタル技術の活用領域を拡大し、バックオフィス業務
の品質・生産性の向上につなげていきたいと考えております。
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 19ページをご覧ください。

 最後に当社の社会的使命・存在意義の追求についてご説明いたします。

 次期中期経営計画では、お客さまからの信頼回復、コアビジネスの充実・
強化と新規ビジネスの創出等に加えて、当社ならではの社会的使命・存在
意義を示していきたいと考えております。

 当社創業時においては、我が国の近代化により増加した、労働者の福利対
策の必要性に対し、小口の生命保険を提供し、また、高度成長期には、進
学率の上昇や、教育費の高騰による教育資金の準備の必要性に対し、学資
保険を提供するなど、さまざまな社会的課題の解決に貢献してきました。

 現在、人生100年時代に向かっている我が国は、高齢化に伴う社会保障費
の増加、健康寿命の延伸・QOLニーズの高まり、ESG課題への対応など、
様々な社会的課題を抱えております。

 当社のメインのお客さまである中高年層の方々に、いかに健康な老後生活
を確保してもらうか、なにかあった場合にストレスなく保険金を受け取っ
ていただくか、社会と共有の価値を創造できるかが重要だと考えておりま
す。

 2020年3月期における生命保険の保険金等支払においては、業界全体で
18.5兆円、このうち、当社は5.3兆円と約3割を占めております。入院給付
金・手術給付金だけでも、業界全体で1.3兆円のうち、当社は0.2兆円と15

％程度となっております。加えて、総資産は2020年9月末時点で70.3兆円
です。

 当社がリーダーシップをとって、社会的課題の解決に貢献していくことで
価値を創出し、株主・投資家のみなさまのご期待に応えていきたいと考え
ております。

 以上で私からの説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。
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